
◎漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律 
（令和五年五月二六日法律第三四号）   

一、 提案理由（令和五年四月二七日・衆議院農林水産委員会） 

○野村国務大臣 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案につき

まして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 我が国の水産業は、国民への水産物の安定供給を担い、漁村において雇用を生み出す

など地域の産業として重要な役割を果たしていますが、近年、国内の水産物消費の大幅

な減少、主要魚種の不漁等の厳しい状況に直面しており、水産物の消費喚起や輸出促進

を図るとともに、都市と漁村の交流を促進し、水産業に関する国民の理解醸成や漁村の

活性化を図ることが急務となっております。 

 このため、漁業の根拠地である漁港について、その有する価値や魅力を生かし、水産

物の消費増進や交流促進に寄与する海業の取組を、漁業利用との調和を図りつつ推進す

る制度を創設するとともに、養殖の推進、水産物の輸出促進等に資する衛生管理の高度

化、販売機能の強化等の課題に対応できるよう、漁港施設の追加等の措置を講ずること

とし、この法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、漁港漁場整備法の一部改正についてであります。 

 まず、漁港施設等活用事業制度の創設についてであります。 

 漁港漁場整備法の目的に漁港の活用を促進することを追加し、法律名を漁港及び漁場

の整備等に関する法律に改めることとしております。 

 また、漁業管理者は、漁業者からの意見聴取など、関係者との調整を経て、漁港の漁

業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設や漁港の区域内の水域等を有効活用すること

により水産物の消費増進や交流促進に寄与する漁港施設等活用事業の推進に関する計画

を策定できることとしております。 

 さらに、漁港管理者の認定を受けて漁港施設等活用事業を実施する者に対し、事業が

安定的に実施できるよう、行政財産である漁港施設用地等の貸付け、水面等の長期占用、

漁業水面施設運営権の設定を可能とすることとしております。 

 次に、漁港施設の追加等についてであります。 

 漁港の機能を構成する漁港施設について、養殖の推進、水産物の付加価値向上などの

課題に対応していくため、陸上養殖施設、配送用作業施設、仲卸施設、直売等を追加す

ることとしております。 

 このほか、漁港内の漂流物の除去など漁港の維持管理に寄与する活動を行う団体を指

定する制度の創設や、漁港の区域内にない施設を漁港施設とみなすための手続の簡素化

等の措置を講ずることとしております。 

 第二に、水産業協同組合法の一部改正についてであります。 

 漁業協同組合等が、漁港管理者の認定を受けて漁港施設等活用事業を実施する場合に



は、組合員の労働力を活用する漁場利用事業に係る員外利用制限を適用しないこととし

ております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和五年五月一二日） 

○笹川博義君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年の水産物の消費の減少等に対応して漁港の有効活用を通じた水産業の健

全な発展及び水産物の安定供給を図るため、漁港施設として水産物の販売及び配送等の

機能を担う施設を追加するとともに、長期的かつ計画的な漁港施設等の活用を図る事業

の実施を推進する制度を創設し、漁業協同組合等が当該事業を行う場合は員外利用制限

を適用しないこととする等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る四月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日野村農林水産大臣から趣

旨の説明を聴取し、五月十日質疑を行いました。質疑終局後、採決いたしましたところ、

本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月一〇日） 

我が国の水産業は、国民への水産物の安定供給を担い、漁村において雇用を生み出す

等地域の産業として重要な役割を果たしているが、主要魚種の不漁、漁業者の減少、気

候変動による海洋環境の変化等厳しい状況に直面している。これらに対応するため、科

学的知見に基づく資源管理を適切に実施し、新規就業者等の担い手の就業・定着促進を

進めるとともに、漁業の根拠地である漁港について、その有する価値や魅力を活かした

海業
うみぎょう

の取組を、漁業利用との調和を図りつつ推進し、豊かで住みよい漁村の振興を図

るべきである。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 漁港施設等活用事業の推進に当たっては、漁港の漁業上の利用を阻害するおそれが

ないことを十分に確認した上で実施計画の認定が行われるよう必要に応じて助言又は

勧告を行うこと。 

二 漁港施設等活用事業の推進に当たっては、漁港管理者、認定計画実施者、漁業者、

漁業協同組合など幅広い関係者の間で利害調整が円滑に行われるよう環境整備に努め

ること。 

三 認定計画実施者が経営破綻して活用事業施設の撤去等の原状回復が不能となった場

合等には、原状回復を円滑に進めるために必要な措置を講じること。 



四 海業は、商業、観光業、環境保護等とも密接な関係にあることから、関係省庁との

連携を強化し、施策の展開を図ること。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和五年五月一九日） 

○山下雄平君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告いたします。 

 本法律案は、漁港施設等を有効活用することにより水産物の消費増進等に寄与する漁

港施設等活用事業制度を創設するほか、あわせて漁業協同組合等の員外利用制限の特例

を設ける等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、法改正による海業推進の効果、漁港施設を追加する意義、漁

港協力団体制度の運用等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月一八日） 

我が国の水産業は、国民への水産物の安定供給を担い、漁村において雇用を生み出す

等地域の産業として重要な役割を果たしているが、主要魚種の不漁、漁業者の減少、気

候変動による海洋環境の変化等厳しい状況に直面している。これらに対応するため、科

学的知見に基づく資源管理を適切に実施し、新規就業者等の担い手の就業・定着促進を

進めるとともに、漁業の根拠地である漁港について、その有する価値や魅力を活かした

海業の取組を、漁業利用との調和を図りつつ推進し、豊かで住みよい漁村の振興を図る

べきである。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 漁港施設等活用事業の推進に当たっては、漁港の漁業上の利用を阻害するおそれが

ないことを十分に確認した上で実施計画の認定が行われるよう必要に応じて助言又は

勧告を行うこと。 

二 漁港施設等活用事業の推進に当たっては、漁港管理者、認定計画実施者、漁業者、

漁業協同組合など幅広い関係者の間で利害調整が円滑に行われるよう環境整備に努め

ること。 

三 認定計画実施者が経営破綻して活用事業施設の撤去等の原状回復が不能となった場

合等には、原状回復を円滑に進めるために必要な措置を講じること。 

四 海業は、商業、観光業、環境保護等とも密接な関係にあることから、関係省庁との

連携を強化し、施策の展開を図ること。 

  右決議する。 

  


